
入札に関する質疑 

件  名 （物品）8835_令和８年度海老名市立小・中学校用情報機器賃貸借 

受付日 質疑 回答 
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・各納入先の学校内に集積された機器を引き取る認

識でよろしい。 
・データ消去を必要とする。 
リース会社の負担において、受注者指定の場所での

物理的破壊またはソフトウェア等での消去のいずれ

かの方法で問題ない。物理的破壊以外で行う場合に

は、データ消去証明書の提出が必要。その場合は、

データ消去証明書は受注者様式でよろしい。 
・期間の経過に応じて保険料金が逓減する通常の動

産総合保険を付保する。 
・ありません。 
・既設機器はリース物件。既存機器の利用継続の調

整には、当市において協力する。 
・契約期間は令和元年７月 31 日～令和８年８月 31
日（再リース含む）。使用期間は令和元年９月１日～

令和８年８月 31 日。 
・契約書については、契約書の表紙、約款、仕様書、

内訳書で構成されます。仕様書、内訳書につきまし

ては告示のホームページにて公開しております。契

約書約款につきましては、「海老名市契約関連規程・

標準約款など」に公開しています。 

・購入業者の指定はない。 
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保険について 
通常の動産総合保険を付保する認識でよろしい。 
 
納期について 
致し方ない理由により遅延が発生する可能性が出た

場合には、協議可能。 
 
撤去について 
満了後は、発注者側にて離線、取り外しのうえ、設

置場所ごとに１カ所に集約する。 
 
データ消去について 
データ消去を必要とする。 
ソフトウェア消去でも可とするが、物理的破壊以外

で行う場合には、データ消去証明書の提出が必要と

する。 
データ消去作業は、受注者指定場所で行ってもよい。 
 
入札金額については入札案件概要書の内容に記載の

とおり、期間全体の税抜金額になります。 
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・ 本 契 約 に お け る ノ ー ト PC （ LTE モ デ ル

chromebbook 含む）及び校務セキュリティ USB メ

モリについては、いかなるデータ消去の方法におい

ても、再利用は禁止とする。 
ただし、ジェットプリンター（メモリのデータ消去

は必須）、プロジェクタ、L2 スイッチ及び各種周辺

機器については、再利用を可とする。 

 


